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第 23回南種子町農業委員会定例総会議事録 

 

 

１．開催日時  令和元年 6月 25日（火）午後 3時から 3時 51分 

２．開催場所  研修センター２階大会議室 

 

３．出席委員 

会長 ５番 石堂 かよ子 

会長職務代理者 ９番 西田 三郎 

農業委員 １番 古市 道則 ２番 中里 安男 

 ４番 牛野 進一郎 ６番 小山 重和 

 ７番 河野 律雄 ８番 寺田 誠 

 １０番 西田 暁 １１番 髙田 照美 

 

農地利用最適化推進委員（順不同） 

 イ． 小山 幸良 ロ． 片板 大作 

 ハ． 柳田 和則 ニ． 中峯 哲義 

 ホ． 髙田 正一 ヘ． 小脇 浩一 

 ト． 雨田 俊孝 

 

４．欠席委員 

農業委員 

 ３番 池亀 昭次 

農地利用最適化推進委員（順不同） 

 チ． 中畠 一三 

 

５．議事日程 

第１ 議事録署名委員の指名 

第２ 議案協議 

 議案第１号 農業経営基盤強化促進法第 18 条第１項の規定による平成 29

年度第 35 号農用地利用集積計画書の一部変更に対する意見

決定について 

 議案第２号 農業経営基盤強化促進法第 18 条第１項の規定による令和元

年度第 23号農用地利用集積計画書（案）に対する意見決定に

ついて 

 議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について 

 議案第４号 農地法第４条の規定による許可申請について 

 議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請について 
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６．農業委員会事務局職員 

事務局長 古市 義朗 

農地振興係長 戸川 修一郎 

農地振興係主任 日髙 隆一郎 

 

７．会議の概要 

事 務 局   開会の前に、本日欠席の届が会長に出ておりますので報告いたします。

（農業委員のうち）議席番号 ３番、池亀 昭次 委員 でございます。（農

地利用最適化推進委員のうち）中畠 一三 推進委員 でございます。 

事 務 局   それでは、本日の総会は南種子町農業委員会会議規則第６条により成立

していることを報告いたします。 

議  長   ただいまから、第 23回農業委員会定例総会を開会いたします。 

議  長   日程第１、議事録署名委員の指名ですが、私の方より指名してよろしい

でしょうか。 

      （「はい。」の声あり。） 

議  長   異議がないようですので、私の方より指名します。議席番号 ６番、小山 

重和 委員。７番、河野 律雄 委員 を指名します。 

 

議  長   日程第２、（議案協議）議案第１号 農業経営基盤強化促進法第 18条第

１項の規定による平成 29年度第 35号農用地利用集積計画書の一部変更に

対する意見決定について、を議題といたします。 

それでは、事務局より議案第１号の説明をお願いいたします。戸川係長。 

事 務 局   議案第１号は農用地利用集積計画の一部変更（賃借権２件）について承

認を求めるものです。 

資料は２ページをご覧ください。 

当初公告年月日は平成 29年６月 30日付け公告（平成 29年度 第 35号）

の一部変更と当初公告年月日が平成 28 年２月 29 日付け公告（平成 27 年

度 第 19号）の一部変更の２件です。 

３ページをご覧ください。総括表の説明をいたします。 

整理番号１番。賃貸人は南種子町○○××番地 Ａ・76歳。賃借人は南

種子町○○××番地 Ｂ・46歳です。 

土地の所在が、○○字△△××番、地目は 畑で、面積は ●●㎡の内 ●●

㎡。５月 20日に合意解約されています。 

次に整理番号２番。賃貸人は○○××番地 Ｃ・89 歳。賃借人は○○×

×番地 Ｄ・67歳。 

土地の所在が、○○字△△××番、地目は 畑で面積は●●㎡。５月 31日

に合意解約されております。 

４ページをお開きください。Ａ・Ｂの合意解約通知となっています。４

の合意解約の理由については「霜が降りるため」とのことです。 
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Ｃ・Ｄ両名の合意解約の理由については５ぺージに通知書を添付してい

ますが、この土地については農地中間管理事業に載せ替えを行い、耕作を 

Ｅ が行うこととなっております。 

以上、議案第１号について承認を求めるものであります。 

 

議  長   説明が終わりました。これから質疑に入ります。 

議  長   質疑ありませんか。 

（「異議なし。」の声あり） 

議  長   異議がないようですので、議案第１号については、原案のとおり決定す

ることに賛成の方は、挙手をお願いいたします。全員賛成ですので、原案

のとおり決定いたします。議案第１号については原案のとおり決定いたし

ました。 

 

議  長   議案第２号 農業経営基盤強化促進法第 18 条第１項の規定による令和

元年度第 23号農用地利用集積計画書（案）に対する意見決定について、を

議題といたします。 

それでは、事務局より議案第２号の説明をお願いいたします。戸川係長。 

事 務 局   ８ページをお開きください。議案第２号は農用地利用集積計画の承認

について、令和元年６月 28 日を公告日とする農用地利用集積計画（賃借

権７件・農地中間管理権６件・所有権移転１件）を定めたいので承認を求

めるものです。 

資料は９ページをご覧ください。 

期間の始期を令和元年７月１日から令和６年６月 30 日が終期の５年存

続で、田 ●●㎡・畑 ●●㎡の ３件です。その下段令和７年６月 30日が

終期の６年存続で、畑 ●●㎡。更に下段には存続期間 10 年及び 20 年が

ありますが面積等お目通し願いいたします。 

資料は 10 ページをお開きください。計画内訳書について説明いたしま

す。 

整理番号１番。利用権の設定をする者は、南種子町○○××番地 Ｆ・86

歳、経営面積 ●●㎡。利用権の設定を受ける者は、Ｅ です。 

土地の所在は○○字△△××番・○○字△△××番、同××番、地目は ３

筆ともに 畑で面積合計 ●●㎡。賃借料は 10 アール当り１万円の口座振

込で期間６年の新設定です。 

次のページの、11ぺージの整理番号５番をご覧ください。利用権の設定

をする者は、南種子町○○××番地 Ｇ・84 歳、経営面積は ●●㎡。利用

権の設定を受ける者は、南種子町○○××番地 Ｈ・53歳、経営面積 ●●

㎡。 

土地の所在は○○字△△××番 外９筆、存続期間は 20年で再設定です。

なお、使用貸借であるため賃借料はありません。 
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12 ページ以降 23 ページまで図面を添付していますのでお目通し願いま

す。 

事 務 局   資料は 25ページをお開きください。令和元年６月 28日を公告日とする

農地中間管理権６件を定めたいので承認を求めるものです。 

今回、５年存続と 10年存続があり、面積合計は ●●㎡。そのうち再設

定の面積はおよそ半分に当る ●●㎡ です。 

上段の５年存続について、期間は令和元年８月１日から令和６年７月 31

日まで、利用権の設定をする者の数は ２名、利用権の設定を受ける者の数

は １名です。 

下段の 10年存続について、期間は令和元年８月１日から令和 11年７月

31 日まで、利用権の設定をする者の数は ４名で、利用権の設定を受ける

者の数は １名となっています。 

次のページ（26ぺージ）をお開きください。計画内訳書について説明い

たします。 

整理番号１番。利用権の設定をする者は、南種子町○○××番地 Ｃ・89

歳、経営面積 ●●㎡。 

土地の所在は○○字△△××番、地目は 畑で ●●㎡。賃借料は 10 アー

ル当り１万円。利用権の設定を受ける者は 公益財団法人 鹿児島県地域

振興公社。支払方法は 口座払いで、存続期間が 10年、この後土地を借受

する予定者は Ｅ となっています。 

整理番号２番・３番はお目通しください。 

次のページ（27ページ）をお開きください。 

整理番号４番。利用権の設定をする者は、南種子町○○××番地 Ｉ・54

歳。 

土地の所在は○○字△△××番を含む ５筆で面積合計 ●●㎡。水稲の作

付けを行います。この土地の借受予定者は Ｊ で、支払方法は 現物渡しで

す。内容は賃借料の欄をお目通し願います。 

整理番号５番及び６番についてはお目通しください。以上、総合計 田

畑合わせて 13筆、面積合計は ●●㎡ です。 

28 ページから 35 ページに図面を添付していますのでご確認をお願いし

ます。 

事 務 局   次に所有権移転に関する内容です。37ページをお開きください。公告年

月日は令和元年６月 28 日、対価支払年月日及び引渡時期は令和元年８月

13日を予定しております。 

38ページをお開きください。計画内訳書の説明を行います。 

所有権移転をする者は鹿児島市○○××番××号 Ｋ です。今回は 公

益財団法人 鹿児島県地域振興公社 による土地の買入で、土地の所在は

資料に記載のあるとおり、○○字△△××番 外３筆。地目は４筆とも畑で、

面積合計 ●●㎡。売買価格は ○○円 です。 
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公益財団法人 鹿児島県地域振興公社 の買受後、公益財団法人 鹿児

島県地域振興公社 において所定の手続きを終えたのちに○○地区の Ｌ 

氏への売渡業務に入っていく予定です。39 ページには 公益財団法人 鹿

児島県地域振興公社 の買入明細、40ページから 42ページは図面となって

おりますが、後ほどご確認ください。 

賃借権及び農地中間管理権を取得する者、または所有権移転を行おうと

する者は、経営規模拡大を図り耕作を継続しており、これからも農作業に

従事していくものと認められますので、農業経営基盤強化促進法第 18 条

第３項の各要件を満たしていると考えます。 

以上、議案第２号の農用地利用集積計画について承認を求めるものであ

ります。 

よろしくお願いいたします。説明を終わります。 

 

議  長   説明が終わりました。これから質疑に入ります。 

議  長   質疑ありませんか。 

（「異議なし。」の声あり） 

議  長   異議がないようですので、議案第２号については、原案のとおり決定す

ることに賛成の方は、挙手をお願いいたします。全員賛成ですので、原案

のとおり決定いたします。議案第２号については原案のとおり決定いたし

ました。 

 

議  長   議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請（委員会許可）につい

て、譲渡人・Ｍ、譲受人・Ｎ 外５件 を議題とします。 

それでは、事務局より議案第３号の説明をお願いいたします、日髙主任。 

事 務 局   43ページをお開きください。 

議案第３号は、農地法第３条の規定による許可申請について、審査を求

めるもので、所有権の移転が ６件です。 

整理番号１番から、資料を読み上げます。 

整理番号１番。譲渡人が、南種子町○○××番地 Ｍ。 

譲受人が、南種子町○○××番地 Ｎ です。 

土地の所在が、○○字△△××番。地目は 畑、地積は ●●㎡。 

所有権移転で、売買及び経営拡大によるものです。 

この件につきましては、45ページの調査書にあるとおり、農地法第３条

第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たすと考えます。 

参考資料は 51ページから添付しています。 

整理番号２番。譲渡人が、南種子町○○××番地 Ｏ。 

譲受人が、南種子町○○××番地 Ｐ です。 

土地の所在が、○○字△△××番。地目は 畑、地積は ●●㎡。 

所有権移転で、売買及び経営拡大によるものです。 



- 6 - 

 

この件につきましては、46ページの調査書にあるとおり、農地法第３条

第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たすと考えます。 

参考資料は 56ページから添付しています。 

整理番号３番。譲渡人が、南種子町○○××番地 Ｑ。 

譲受人が、南種子町○○××番地 Ｒ です。 

土地の所在が、○○字△△××番。地目は 畑、地積は ●●㎡。 

ほかに同字に４筆 の合計で５筆、地積合計は ●●㎡ です。 

所有権移転で、売買及び経営拡大によるものです。 

この件につきましては、47ページの調査書にあるとおり、農地法第３条

第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たすと考えます。 

参考資料は 61ページから添付しています。 

整理番号４番。譲渡人が、南種子町○○××番地 Ｓ。 

譲受人が、南種子町○○××番地 Ｔ です。 

土地の所在が、○○字△△××番。地目は 畑、地積は ●●㎡。 

所有権移転で、贈与及び経営拡大によるものです。 

この件につきましては、48ページの調査書にあるとおり、農地法第３条

第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たすと考えます。 

参考資料は 66ページから添付しています。 

整理番号５番。譲渡人が、南種子町○○××番地 Ｕ。 

譲受人が、南種子町○○××番地 Ｖ です。 

土地の所在が、○○字△△××番。地目は 畑、地積は ●●㎡。 

所有権移転で、贈与及び経営拡大によるものです。 

この件につきましては、49ページの調査書にあるとおり、農地法第３条

第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たすと考えます。 

参考資料は 71ページから添付しています。 

整理番号６番。譲渡人が、南種子町○○××番地 Ｗ。 

譲受人が、南種子町○○××番地 Ｘ です。 

土地の所在が、○○字△△××番。地目は 畑、地積は ●●㎡。 

所有権移転で、贈与及び名義整理によるものです。 

この件につきましては、50ページの調査書にあるとおり、農地法第３条

第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たすと考えます。 

参考資料は 76ページから添付しています。 

以上６件につきましては、６月 10 日の現地調査により耕作等について

確認しております。以上で説明を終わります。 

 

議  長   ただいまの説明に関連して、現地調査の結果並びに補足説明をお願いし

ます。整理番号１番、西田 三郎 委員。 

９番委員   ご説明申し上げます。Ｎ さんですが、年齢は 38歳。当該地はＮさんの

自宅を取り巻く形で存在しています。この方の目標として有機無農薬栽培
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で安納芋を拡大して農業で生計を立てたいと目標を持っておられます。前

年より安納芋を作っておられますが、本人の中では手応えがあるので、今

後も経営拡大を図り、この地で農業に従事したいという意欲を持っておら

れました。特段問題はないものと判断をしたところでございます。以上で

す。 

議  長   整理番号２番・６番、寺田委員。 

８番委員   整理番号２番から簡単に説明をいたします。 

Ｐ さんは、○○に勤められております。勤めながら義理の父、○○の Ｙ 

さんになるんですけど、その方と農地を一緒に耕作しているということで

ございます。 

この場所ですけれど、59ページに写真がございまして、○○公民館の道

反対側の区画に入り込んだ土地で、60ページで Ｏ さんと記載されている

畑なんですが、現状は Ｏ さんの住まいとなっているようで、この住まい

と隣の農地と併せて一緒に買うということで、今回の申請に至ったようで

す。農地については耕されていて、これから野菜などを作付けして活用し

たいということでございました。すべての農地を有効利用されるものと思

います。 

それから整理番号６番ですが、これは Ｘ さんの牛舎の近くにある畑で

ございまして、今も農地として活用されています。名義整理ということで、

今回の申請に至っております。以上です。 

議  長   整理番号３番、西田 暁 委員。 

10番委員   整理番号３番について説明します。これは売買による所有権移転でござ

います。Ｒ さんと Ｑ さんの件ですが、場所は 64 ページを見ると分かる

ように、集落に入る橋を渡ってすぐの土地でございます。この土地は５筆

で、畑が３筆、宅地が２筆で合わせて１反１畝くらいの畑になります。５

年くらい前に客土をして、宅地を畑に変えて平成 29年度には地籍調査を終

了しまして、一応合筆してからの所有権移転になります。申請地には昨年

度からラッキョウを作付けしておられます。以上です。 

議  長   整理番号４番、髙田委員 

11番委員   整理番号４番の Ｓ さんから Ｔ さんへの贈与による所有権移転でご

ざいます。Ｓ さんと Ｔ さんは兄妹でございます。今回の申請地である、

この△△××番、３反６畝につきましては、Ｓ さんの父親が離農する段階

で、すべての農地を Ｓ さんへ離農したついでに渡したところでございま

す。生前中に父親が子供たち、二男・三男の方にも農地を幾らかずつ渡した

いということを述べ、しかし子供たちは都会に出て生活をしているために

子供たちへの名義には出来ないということであったようです。そこで、と

りあえずＳさんの名義にしてあったということでございますけれども、今

回Ｓさんも病気等で農業を辞めているというような形で、早いうちに外の

二男・三男に名義変更したいということですけれども、二男・三男につきま
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しては、普段から種子島に来て農業をする見込みもないということで地元

にいる女兄弟に名義を変更して、この農地を渡したいというような考え方

のようです。話し合いで今回 Ｔ さんがこの農地をもらうという話の運び

になったようでございます。この農地につきましては、Ｓ さんが Ｚ さん

と賃貸契約を結んでおりましたが、昨年２月に賃貸契約は終わっています。

その関係で今回の名義変更をし、今後、きび・甘しょの植え付けをしていき

たいという考え方でございます。以上、よろしくお願いいたします。 

議  長   整理番号５番、古市委員。 

１番委員   Ｕ さんと Ｖ さんは親子関係であります。現在、作業としては親子一緒

にやっているんですけど、名義の方を親から息子へ変更したいということ

で、贈与による所有権移転です。ご審議方よろしくお願いします。以上で

す。 

 

議  長   説明が終わりました。これから質疑に入ります。 

議  長   質疑ありませんか。 

（「異議なし。」の声あり） 

議  長   異議がないようですので、議案第３号については、原案のとおり決定す

ることに賛成の方は、挙手をお願いいたします。全員賛成ですので、原案

のとおり決定いたします。議案第３号については原案のとおり決定いたし

ました。 

 

議  長   議案第４号 農地法第４条の規定による許可申請について、申請人・ａ 

を議題にします。 

 それでは事務局より、議案第４号の説明をお願いいたします。日髙主任。 

事 務 局   81ページをお開きください。 

議案第４号は、農地法第４条の規定による許可申請について審査を求め

るもので、転用申請が１件です。それでは資料を読み上げます。 

整理番号１番。申請人が、南種子町○○××番地 ａ。 

土地の所在は、○○字△△××番と××番。 

登記・現況地目は 田。地積は ●●㎡ と ●●㎡ です。 

転用計画としまして、地目を 雑種地 に変更。 

工事計画は、令和元年７月から令和元年９月までの３ヶ月間。 

資金は、必要経費として 造成費 ○○円・設備費一式 ○○円 の合計で 

○○円 です。調達計画は、全て自己資金によるものです。 

転用目的としましては 太陽光発電設備 です。 

面積につきましては 土地造成 ●●㎡、建築物として電気機械室 ●●

㎡、工作物 ●●㎡、その他 ●●㎡、所要面積 ●●㎡です。 

転用事由の詳細としまして、 

「住宅地内のため太陽光発電所として使用したい。」とのことです。 
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転用することによって生ずる付近の土地、作物、家畜等の被害の防除施

設の概要としまして、 

「造成計画として盛土を最高 0.3ｍ、最低 0.1ｍ。これに伴う防除策とし

て、土留工事を行う。法面保護を行う。緩衝地を設ける。防護柵を設ける。

用水・排水計画として、雨水処理は自然流下となっています。 

なお、申請地は農用地区域外、都市計画区域内で、農地区分は「第２種

農地」であり、許可基準は「その他の農地」に該当すると思われます。 

参考資料は 82ページから添付しています。 

なお、この案件につきましては、６月 10日の現地調査において申請内容

等について確認を実施しております。 

以上で説明を終わります。 

 

議  長   ただいまの説明に関連して、現地調査の結果並びに補足説明を私から説

明いたします。 

５番委員   整理番号１番。４条申請でございますが、事務局から詳しいご説明があ

ったとおりでございます。 

よろしくお願いいたします。 

 

議  長   説明が終わりました。これから質疑に入ります。 

議  長   質疑ありませんか。 

（「はい。」の声あり） 

議  長   はい、西田 三郎 委員。 

９番委員   現地調査の意見では、盛り土を 50 センチした方がいいのではないかと

いうことでしたが、これが 30センチになりますということなんですが、現

地をみた感じでは全然問題ないと思っております。それからもう１つが造

成費 ○○円なんですが、事業内容から見て、造成費のほとんどが埋め立

てだろうと考えられますが、○○円が適正なんでしょうか。何か計画があ

れば教えてほしいのですが、その辺確認できたでしょうか。 

議  長   はい、事務局からお願いします。 

事 務 局   ６月 10日の現地調査において、現地及び室内検討もした訳ですが、その

中で造成について話をしたところです。農地の盛り土については、全体的

に均一して一定の泥を盛り土するのではなくて、86ページの図面にも載っ

ているんですけど、通路を５メートルから３メートル取っていまして、外

周部は今の高さ、そこから段階的に、設置する面積については 30センチく

らい盛り土をする。あとはコンクリート部分の周りの支柱がそれぞれ基礎

として入って来るので、高さ的には隣の駐車場を設置しているところとほ

ぼ変わらないんじゃないかなということで、話を受けております。事務局

的にどうかということですが、資金証明書も付いていますし、計画もこの

ように出されておりますので、今の段階では特に問題ないかと思っており
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ます。 

以上で説明を終わります。 

議  長   西田委員、それでよろしいでしょうか。 

９番委員   これは事業が完了したら現地確認をするんですか。 

事 務 局   この案件に限らず、転用の現地確認については計画どおりに施工されて

いるか、後日事務局の方で確認しております。事業内容が大幅に違う場合、

若しくは軽微な変更があった場合には、例えば家を造るときに、浄化槽の

位置が当初と違っていたとか、そういった理由でも当初の計画と実際に行

われている転用の内容が違えば、変更の申請手続きがその都度必要になっ

てくるということです。事務局で転用現場を確認することもありますし、

後は農地部員の農地パトロールにおきまして、現地確認をしておりますの

で、転用許可をした後にそこの現場を訪れないということはなく、何かし

らの恰好で現地確認はしております。 

９番委員   分かりました。 

議  長   西田委員、よろしいでしょうか。 

９番委員   はい。 

議  長   髙田委員、何か意見はありませんか。 

11番委員   議長。田園地帯の中での太陽光発電所設置について、懇談をお願いしま

す。 

議  長   それでは懇談に入りましょうか。 

（同意多数） 

議  長   懇談に入ります。 

 

議  長   懇談を解きます。 

議  長   ほかに質疑ございませんか。 

（「異議なし。」の声あり） 

議  長   異議がないようですので、議案第４号について、原案のとおり決定する

ことに賛成の方は、挙手をお願いいたします。全員賛成ですので、原案の

とおり決定いたします。議案第４号については原案のとおり決定いたしま

した。 

 

議  長   議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請について、譲渡人・ｂ、

譲受人・ｃを議題にします。 

 それでは事務局より、議案第５号の説明をお願いいたします。日髙主任。 

事 務 局   89ページをお開きください。 

議案第５号は、農地法第５条の規定による許可申請について審査を求め

るもので、転用申請が１件です。資料を読み上げます。 

整理番号１番。譲受人が、南種子町○○××番地 ｃ。 

譲渡人が、鹿児島市○○××番××号 ｂ。 
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土地の所在は、○○字△△××番。 

登記・現況地目は 畑。地積は ●●㎡ です。 

転用計画としまして、地目を 宅地 に変更。 

工事計画は、令和元年８月から令和元年 12月までの５ヶ月。 

資金は、土地取得費 ○○円、造成費 ○○円、建築費として居宅 ○○円・

車庫 ○○円の合計 ○○円で、資金内訳は、全額融資となっています。 

転用目的としましては 一般住宅・車庫 です。 

転用事由の詳細としまして「現在借家住まいで子供も成長し手狭になっ

てきた為、当該地を申請するものです。」とのことです。 

周囲の状況につきましては、西側に町道、南側・東側に譲渡人所有の農

地、北側に宅地となっています。 

隣接地等に対する被害防除施設の概要としまして 

（１）造成計画が、盛土・切土を最高 0.3ｍ 行う。 

（２）それに伴う被害防除策として、緩衝地を設ける。 

（３）周辺農地に対しての支障対策として緑地、緩衝地を幅 1.2ｍ程度

設ける。 

（４）用排水計画として、用水は公共上水道、雨水は自然流下、汚水処

理及び生活雑排水は合併浄化槽で処理することとなっております。 

なお、申請地は農業振興地域外及び都市計画区域内で、農地区分は「第

３種農地」の「300ｍ以内農地」に該当し、所有権移転によるものです。 

参考資料は 90ページから添付しています。 

なお、この件につきましては、６月 10日の現地調査において申請内容等

について確認をしております。 

以上で説明を終わります。 

 

議  長   ただいまの説明に関連して、現地調査の結果並びに補足説明をお願いし

ます。整理番号１番、西田 三郎 委員。 

９番委員   それでは説明申し上げます。申請地は○○集落の中心部、○○公民館の道

を挟んだはす向かいにあります。 

今回の申請地に隣接する土地は前々回同じように５条申請許可を出し

たところでございます。当該申請地は○○さんの境界から ○○㎡ を切り

取って申請するものです。幅 約４ｍの残地が出るんですが、これはこの農

地の入り口としたいそうです。 

いずれにしてもこの辺りは住宅地になりつつありますので、許可するこ

とに問題はないと思われます。 

以上です。 

 

議  長   説明が終わりました。これから質疑に入ります。 

議  長   質疑ありませんか。 
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（「異議なし。」の声あり） 

議  長   異議がないようですので、議案第５号について、原案のとおり決定する

ことに賛成の方は、挙手をお願いいたします。全員賛成ですので、原案の

とおり決定いたします。議案第５号については原案のとおり決定いたしま

した。 

 

 

議  長   以上で、本日の総会の議案事項は全てを終了いたします。 

 


